
�愛媛県告示第１７８７号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９条の５第１項の規

定により、瀬戸町長から公有水面の埋立てにより新たに生じ

た次の土地は瀬戸町の地域であることを確認した旨の届出が

あった。

平成１６年８月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１７８８号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条第１項の規定

により、瀬戸町長から次のとおり字の区域を変更する旨の届

出があった。

平成１６年８月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１７８９号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第１項本文の

規定により、次のとおり越智郡島部消防事務組合の規約の変

更を許可した。

平成１６年８月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 変更事項

市町村合併に伴い、平成１６年９月３０日をもって、魚島村

、弓削町、生名村及び岩城村が組合から脱退する。

２ 規約変更年月日

平成１６年１０月１日

３ 規約変更許可年月日

平成１６年８月１６日

�������
�愛媛県告示第１７９０号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第１項本文の

規定により、次のとおり越智郡老人ホーム組合の規約の変更

を許可した。

平成１６年８月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 変更事項

市町村合併に伴い、平成１６年９月３０日をもって、魚島村

、弓削町、生名村及び岩城村が組合から脱退する。

２ 規約変更年月日

平成１６年１０月１日

３ 規約変更許可年月日

平成１６年８月１６日

�������
�愛媛県告示第１７９１号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８８条の規定により

、次のとおり一部事務組合の解散の届出があった。

平成１６年８月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 組合の名称

南宇和消防事務組合

２ 組合の事務所の位置

南宇和郡御荘町平城３０６３番地

３ 組合の解散年月日

平成１６年９月３０日

発 行 愛 媛 県

印 刷 岡田印刷株式会社
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告 示

新たに生じた土地の所在 面 積
（平方メートル）

瀬戸町川之浜字ニシワキ２３３８の３、２３３８の５及び
２３４１の３並びに字コアシロ２３４３の２の地先 ３４６．９４

字の名称
左記の区域に編入する新たに生じた土地

区 域 面 積
（平方メートル）

川之
浜

字
ニシ
ワキ

瀬戸町川之浜字ニシワキ２３３８の３、２３３８
の５及び２３４１の３並びに字コアシロ２３４３
の２の地先公有水面埋立地

３４６．９４

毎週（火・金）曜日発行 第１５８６号 平成１６年８月２４日

平成１６年８月２４日火曜日 第１５８６号

愛 媛 県 報
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�愛媛県告示第１７９２号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８８条の規定により

、次のとおり一部事務組合の解散の届出があった。

平成１６年８月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 組合の名称

南宇和共立施設組合

２ 組合の事務所の位置

南宇和郡城辺町緑乙２５７番地

３ 組合の解散年月日

平成１６年９月３０日
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�愛媛県告示第１７９３号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８８条の規定により

、次のとおり一部事務組合の解散の届出があった。

平成１６年８月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 組合の名称

南宇和衛生事務組合

２ 組合の事務所の位置

南宇和郡城辺町甲２４２０番地

３ 組合の解散年月日

平成１６年９月３０日
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�愛媛県告示第１７９４号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８８条の規定により

、次のとおり一部事務組合の解散の届出があった。

平成１６年８月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 組合の名称

南宇和上水道企業団

２ 組合の事務所の位置

南宇和郡城辺町甲２５９８番地

３ 組合の解散年月日

平成１６年９月３０日
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�愛媛県告示第１７９６号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」

という。）第５条第１項の規定による届出があったので、同

条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出及び法第５条第２項の添付書類は、愛媛県経済労

働部産業支援局経営支援課及び松山地方局産業経済部商工労

政課並びに松山市役所において告示の日から４月間縦覧に供

する。

平成１６年８月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 届出の概要

� 大規模小売店舗の名称及び所在地

マルナカ空港通店

松山市空港通１丁目２１－１外

� 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所

並びに法人にあっては代表者の氏名

株式会社マルナカ

香川県高松市円座町１００１番地

代表取締役 中山芳彦

� 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名

称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

株式会社マルナカ

香川県高松市円座町１００１番地

代表取締役 中山芳彦

� 大規模小売店舗の新設をする日

平成１７年４月５日

� 大規模小売店舗内の店舗面積の合計

２，９７０平方メートル

� 大規模小売店舗の施設の配置に関する事項

ア 駐車場の収容台数

１７１台

イ 駐輪場の収容台数

８０台

ウ 荷さばき施設の面積

９１平方メートル

エ 廃棄物等の保管施設の容量

４０．５立方メートル

� 大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項

ア 大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻

及び閉店時刻

開店時刻 午前９時

閉店時刻 午後１２時

イ 来客が駐車場を利用することができる時間帯

午前８時４０分から午前０時２０分まで

ウ 駐車場の自動車の出入口の数

出入口３箇所

�愛媛県告示第１７９５号
児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第２１条の１０第１項の規定により、次のとおり指定居宅支援事業者を指定した。

平成１６年８月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

事業者番号
指 定 居 宅 支 援 事 業 者

サービスの種類
指 定 居 宅 支 援 事 業 所 指 定

年 月 日名 称 主たる事務所
の 所 在 地 代表者の氏名 名 称 所 在 地

３８０００３００１４４１１６ 株式会社悠遊社 松山市余戸南二丁目
２４番３８号 寺 河 駿 児童居宅介護 株式会社悠遊社大洲

事業所 大洲市若宮４６７－１１ 平成１６年
８月１２日

愛 媛 県 報平成１６年８月２４日 第１５８６号

８８８
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エ 荷さばき施設において荷さばきを行うことができる

時間帯

午前６時から午後１０時まで

２ 届出年月日

平成１６年８月４日

３ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺

の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意

見を有する者は、告示の日から４月以内に、愛媛県に次の

とおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するととも

に、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び松山地方

局産業経済部商工労政課並びに松山市役所において告示の

日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあって

は代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域

の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意

見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

�������
�愛媛県告示第１７９７号
重信町樋口土地改良区から認可申請のあった新たな土地改

良事業（県単独補助土地改良事業（区画整理）・日吉谷地区

）の施行は、適当と認められるので、土地改良法（昭和２４年

法律第１９５号）第４８条第９項において準用する同法第８条第

６項の規定により、次のとおり関係書類を縦覧に供する。

平成１６年８月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

� 新規土地改良事業（県単独補助土地改良事業（区画整

理）・日吉谷地区）計画書の写し

� 重信町樋口土地改良区定款の写し

２ 縦覧期間

平成１６年８月２５日から９月２２日まで

３ 縦覧場所

重信町役場

�������
�愛媛県告示第１７９８号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８７条の３第１項の

規定により、松山市平井町地域に係る県営土地改良事業計画

を変更したので、同条第６項において準用する同法第８７条第

５項の規定により、次のとおり土地改良事業計画書の写しを

縦覧に供する。

平成１６年８月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

県営土地改良事業（ため池等整備事業・土居之奥上地区

）変更計画書の写し

２ 縦覧期間

平成１６年８月２５日から９月２２日まで

３ 縦覧場所

松山市役所
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�愛媛県告示第１８００号
次の保安林を解除予定保安林にしたから、森林法（昭和２６

年法律第２４９号）第３０条の２第１項の規定により告示する。

平成１６年８月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 解除予定保安林の所在場所

八幡浜市真網代乙７９の３

２ 保安林として指定された目的

魚つき

３ 解除の理由

道路用地とするため

�������
�愛媛県告示第１８０１号
漁業法（昭和２４年法律第２６７号）第８５条第３項第２号の規

定により、愛媛海区漁業調整委員会委員のうち同号に規定す

る委員として、次の者を平成１６年８月２３日選任した。

平成１６年８月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１７９９号
家畜商法（昭和２４年法律第２０８号）第３条第１項の規定により、次のように家畜商の免許を与えた。

平成１６年８月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

登録番号 登録年月日 現 住 所 氏名（又は名称） 生年月日（又は設立年月日）

第１６９９号 平成１６年８月２４日 宇和島市蕨８９番地 上 原 数 好 昭和５０年１０月２４日

種 別 氏 名 住 所 職 業

武 岡 英 隆 松山市東野四丁目１２番１４
号 大 学 教 授

学識経験者

逸 見 幾 代 松山市来住町６４５－２０ 大 学 教 授

佐々木 � 宇和島市戸島４０２５番地 団 体 役 員

愛 媛 県 報平成１６年８月２４日 第１５８６号

８８９
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�愛媛県告示第１８０２号
愛媛県普通河川管理条例（昭和３２年愛媛県条例第２９号）第

３条の規定による普通河川のうち、次の普通河川を廃止する

。

平成１６年８月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１８０３号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、今治地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１６年８月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１８０４号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、今治地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１６年８月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１８０５号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、松山地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１６年８月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１８０６号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、松山地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１６年８月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

河 川 名 区 域

小支流
烏谷川

右岸 伊予市大字三秋字ミヨセ谷丙４番６地先か
ら同町大字三秋字大地甲１５９番地先まで

左岸 伊予市大字三秋字カラス谷甲８０７番地先か
ら同町大字三秋字大原甲３９６番地先まで

小支流
石尾谷川

右岸 伊予市大字三秋字下休場丙３番６０地先から
同町大字三秋字大ヶ市甲８８９番１地先まで

左岸 伊予市大字三秋字下休場丙３番６３地先から
同町大字三秋字大ヶ市甲９２０番１地先まで

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 岩城環状線
越智郡岩城村３１６５番１地先から

同村３１６５番３地先まで

旧 ６．５～６．７ ０．０２９

新 ９．１～１０．０ ０．０２９

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 岩城環状線
越智郡岩城村３１６５番１地先から

同村３１６５番３地先まで
平成１６年８月２４日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 松山川内自転車道線
温泉郡川内町大字南方２９５９番１地先から

同大字２１９５番１地先まで

旧 ０．０ ０．０００

新 ６．０～８．６ １．２９９

前 田 アイ子 南宇和郡城辺町垣内４２８
番地 漁 業

公益代表者

島 根 亀 夫 越智郡弓削町土生１７６番
地 町議会議員

前 田 健 二 松山市鷹の子町８００番地 団 体 職 員
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�愛媛県告示第１８０７号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、松山地方局久万土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１６年８月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１８０８号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、松山地方局久万土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１６年８月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１８０９号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、松山地方局伊予土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１６年８月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１８１０号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 松山川内自転車道線
温泉郡川内町大字南方２２２６番１地先から

同大字２１９５番１地先まで
平成１６年８月２４日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 西条久万線 上浮穴郡久万高原町直瀬乙１６００番１７
旧 １１．０～３７．４ ０．０８１

新 １５．４～３８．２ ０．０８１

〃 〃 上浮穴郡久万高原町直瀬乙１６００番１８
旧 １２．５～２０．８ ０．０９１

新 ２５．４～３５．０ ０．０９１

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 西条久万線 上浮穴郡久万高原町直瀬乙１６００番１７ 平成１６年８月２４日

〃 〃 上浮穴郡久万高原町直瀬乙１６００番１８ 〃

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 内子双海線 伊予郡双海町大字高岸字エノキザコ乙１３８８番４
旧 １０．６～１４．５ ０．０６４

新 １０．６～１６．２ ０．０６４

〃 〃
伊予郡双海町大字高岸字エノキザコ乙１３８６番８から

同字乙１３８５番７まで

旧 ９．８～１７．７ ０．０５０

新 １４．６～２４．７ ０．０５０
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�愛媛県告示第１８１２号
建築確認申請のＯＡ化に伴う区域指定（平成６年４月愛媛

県告示第５００号）の一部を次のように改正し、平成１６年９月

２１日から施行する。

平成１６年８月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

「北条市」の下に「、東温市」を加える。

選挙管理委員会告示

�愛媛県選挙管理委員会告示第７７号
平成１６年１０月２４日任期満了に伴う伊予郡大谷池土地改良区

総代選挙について、その事務を管理する選挙管理委員会を次

のとおり指定する。

平成１６年８月２４日

愛媛県選挙管理委員会

委員長 藤 山 薫

伊予市選挙管理委員会

その関係図面は、松山地方局伊予土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１６年８月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１８１１号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第４８条の７第２項の規定に基づき、自転車歩行者専用道路を次のとおり指定する。

平成１６年８月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 内子双海線 伊予郡双海町大字高岸字エノキザコ乙１３８８番４ 平成１６年８月２４日

〃 〃
伊予郡双海町大字高岸字エノキザコ乙１３８６番８から

同字乙１３８５番７まで
〃

道路の種類 路 線 名 指 定 す る 道 路 の 区 間 指 定 期 日

県 道 松山川内自転車道線
温泉郡川内町大字南方２９５９番１地先から

同大字２１９５番１地先まで
平成１６年８月２４日

平成１６年８月２４日 印刷
平成１６年８月２４日 発行

購読料（送料共） １箇月１，７５０円８９２

愛 媛 県 報平成１６年８月２４日 第１５８６号


